
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
取
り
決
め

の
法
的
性
格

庄

司

克

宏

一

は
じ
め
に

二

内
国
民
待
遇
、
調
和
お
よ
び
相
互
承
認

三

ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
取
り
決
め

㈠

ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
取
り
決
め
の
構
成

㈡

T
T
M
R
A

に
お
け
る
政
策
決
定
お
よ
び
国
内
法
と
の
優
劣
関
係

㈢

物
品
の
分
野
に
お
け
る
相
互
承
認

㈣

職
業
登
録
に
関
す
る
相
互
承
認

四

結

語

一

は
じ
め
に

欧
州
連
合
（

E
U）
の
前
身
で
あ
る
欧
州
経
済
共
同
体
（

E
E
C）
が
域
内
市
場
完
成
白
書
お
よ
び
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め

の
基
本
条
約
改
正
と
し
て
の
単
一
欧
州
議
定
書
に
よ
り
、
物
・
人
・
サ
ー
ビ
ス
・
資
本
の
自
由
移
動
か
ら
成
る
域
内
市
場
を
一
九
九

二
年
末
ま
で
に
実
現
す
る
べ
く
着
々
と
準
備
を
し
て
い
た
と
き
、
当
時
（
一
九
八
三
年
│
九
一
年
）
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
首
相
の
地
位

に
あ
っ
た
ホ
ー
ク
（R

o
b
ert

Ja
m
es

L
ee(

B
o
b)

H
a
w
k
e

）
は
、
欧
州
の
域
内
市
場
が
一
九
九
二
年
に
実
現
さ
れ
る
と

オ
ー
ス
ト
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ラ
リ
ア
の
州
の
間
よ
り
も
欧
州
経
済
共
同
体
の
加
盟
国
の
間
の
方
が
貿
易
障
壁
は
少
な
く
な
る
だ
ろ
う

と
語
っ
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
憲
法
の

連
邦
内
に
お
け
る
貿
易
の
自
由

に
関
す
る
第
九
二
条
（Sectio

n92
o
n

T
ra
d
e
w
ithin

th
e
C
o
m
m
o
n
w
ealth

to
b
e
fre

e'

）
と
同
条
に
関
す
る
判
例
法
が
存
在
し
た
。
第
九
二
条
は
、

統
一
関
税
の
賦
課

に
つ
き
、
州
の
間
の
貿
易
、
通
商
及
び
取
引
は
、
内
陸
輸
送
に
よ
る
か
海
洋
航
行
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
絶
対
的
に
自
由
で
あ
る

と
定
め
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
最
高
裁
判
所
（th

e
H
ig

h
C
o
u
rt

of
A
u
stralia

）
は
、

事
件
判
決
に

お
い
て
第
九
二
条
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

租
税
的
措
置
及
び
非
租
税
的
措
置
の
双
方
に
関
し
て
、
歴
史
及
び
文
脈
と
も
に
、
第
九
二
条
に
基
づ
き
州
際
通
商
に
対
し
て
保
障
さ
れ

る
自
由
は
上
述
の
保
護
主
義
的
な
意
味
に
お
け
る
差
別
的
負
担
か
ら
の
自
由
で
あ
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
憲
法
が
州
の
間
の
貿
易
障
壁
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
よ
り
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
国
内
経
済
を
創

出
す
る
意
図
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
規
制
の
相
違
と
い
う
形
の
非
関
税
障
壁
が
八
つ
の
別
々
の
市
場
を
生
じ
さ
せ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
克
服
す
る
た
め
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
一
九
九
二
年
五
月
一
一
日
、
連
邦
、
州
お
よ
び
準
州
（territo‑

ries

）
の
間
で

相
互
承
認
協
定

（th
e
M
utu

al
R
eco

g
nitio

n
A
g
re
e
m
e
nt:

M
R
A

）
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
自
国
市
場
に
相
互
承

認
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
と
し
た
。
次
い
で
、
そ
の
た
め
の
連
邦
法
が
制
定
さ
れ
（th

e
M
utu

al
R
eco

g
nitio

n
A
ct1

9
9
2

）、
各
当

事
者
が
そ
れ
を
採
択
す
る
立
法
に
よ
り
相
互
承
認
制
度
を
実
施
し
た
。

M
R
A

は
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
国
内
市
場
に
お
い
て
物

品
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
自
由
移
動
を
促
進
す
る
た
め
に
物
品
及
び
職
業
に
関
わ
る
相
互
承
認
原
則
を
実
施
す
る
制
度
を
確
立
す

る
こ
と

（R
ecital

A

）
を
目
的
と
す
る
。

他
方
、

M
R
A

が
署
名
さ
れ
る
以
前
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は

経
済
関
係
緊
密
化
貿
易
協
定

）

（th
e
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Closer
E
co

n
o
m
ic

R
elatio

n
s
T
ra
d
e
A
g
re
e
m
e
nt:

C
E
R

）
に
よ
り
自
由
貿
易
地
域

）
を
創
設
し
て
い
た
（
一
九
八
三
年
発
効
）。

C

E
R

の
下
で
両
国
は
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
ま
で
に
関
税
障
壁
を
撤
廃
し
、
多
数
の
非
関
税
障
壁
を
削
減
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
と

と
も
に
、
サ
ー
ビ
ス
貿
易
に
関
す
る

C
E
R

議
定
書

）
に
よ
り
多
く
の
サ
ー
ビ
ス
分
野
で
自
由
貿
易
を
達
成
し
て
い
た
。
し
か
し
、
産

品
基
準
（pro

d
u
ct

sta
n
d
ards

）
や
職
業
登
録
（occ

u
p
atio

n
al

re
gistratio

n

）
の
よ
う
な
規
制
上
の
障
壁
が
残
存
し
て
い
た

）
。
そ

の
よ
う
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
当
事
者
（
連
邦
、
州
お
よ
び
準
州
）
は
、

M
R
A

に
署
名
し
た
際
、
ニ
ュ

ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
参
加
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
合
意
し
た

）
。

両
国
間
で
交
渉
が
重
ね
ら
れ
た
後
、

ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
取
り
決
め

（T
ra

n
s‐

T
as

m
a
n

M
utu

al
R
eco

g
nitio

n

A
rra

n
g
e
m
e
nt:

T

）

T
M
R
A

）
が
一
九
九
六
年
に
署
名
さ
れ
た

）
。

T
T
M
R
A

は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
政
府
、
州
政
府
お
よ
び

準
州
政
府
な
ら
び
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
の
間
の

非
条
約
合
意

（a
n
o
n‐
tre

aty
a

）

g
re
e
m
e
nt

）
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

一
九
九
八
年
五
月
一
日
に
発
効
す
る

）

T
T
M
R
A

を
国
内
実
施
す
る
た
め

）
、
両
国
は
各
々

一
九
九
七
年
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相

互
承
認
法

（th
e
T
ra

n
s‐

T
as

m
a
n

M
utu

al
R
eco

g
nitio

n
A
ct1

）

99
7

）
と
い
う
名
称
の
立
法
を
制
定
し
た
。

T
T
M
R
A

は

C
E

R
の

論
理
的
拡
張

と
み
な
さ
れ
、
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

M
R
A

の

自
然
な
増
築

で
あ
る
と
さ
れ
た
。

T
T
M
R
A

は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

M
R
A

と
可
能
な
限
り
整
合
性
を
有
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る

）
（R

ecitals
D
a
n
d
F,

T
T
M
R
A

）。

両
国
は
ま
た
、
最
近
、
証
券
公
募
・
売
出
相
互
承
認
協
定

）
（
二
〇
〇
六
年
二
月
二
二
日
署
名
、
二
〇
〇
八
年
六
月
一
三
日
発
効
）
お
よ

び
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
裁
判
所
手
続
・
規
制
遵
守
確
保
相
互
承
認
協
定

）
（
二
〇
〇
八
年
七
月
二
四
日
署
名
、
二
〇
一
〇
年
発
効
予
定
）

を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
相
互
承
認
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
協
力
の
範
囲
を
拡
大
し
て
い
る

）
。

以
下
で
は
、
国
家
間
の
貿
易
に
お
い
て
非
関
税
障
壁
を
削
減
す
る
三
つ
の
モ
デ
ル
を
概
観
し
た
後
、

T
T
M
R
A

に
お
け
る
相
互

承
認
原
則
に
つ
い
て
主
に

T
T
M
R
A

テ
キ
ス
ト
か
ら
考
察
す
る
こ
と
と
す
る

）
。
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二

内
国
民
待
遇
、
調
和
お
よ
び
相
互
承
認

国
家
間
の
貿
易
に
お
け
る
非
関
税
障
壁
を
削
減
す
る
モ
デ
ル
と
し
て
三
つ
が
考
え
ら
れ
る
（
以
下
、
物
品
の
貿
易
を
前
提
に
述
べ
る

こ
と
と
す
る
）。
第
一
の
モ
デ
ル
は
、
内
国
民
待
遇
（
差
別
禁
止
）
を
基
本
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
第
二
の
モ
デ
ル
は
、
調
和

（har
m
o
nisatio

n

）
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
第
三
の
モ
デ
ル
は
、
相
互
承
認
（m

utu
al

reco
g
nitio

n

）
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る

）
。

第
一
の
モ
デ
ル
は
、
輸
入
国
に
お
け
る
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（host

state
co

ntrol

）
お
よ
び
差
別
禁
止
に
基

づ
く
内
国
民
待
遇
を
基
本
と
し
て
い
る
。
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
り
国
家
主
権
が
尊
重
さ
れ
る
一
方
、
輸
入
品

は
原
産
地
国
に
お
け
る
ホ
ー
ム
・
ス
テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（ho

m
e
state

co
ntrol

）
に
加
え
て
輸
入
国
に
お
け
る
ホ
ス
ト
・
ス

テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
か
れ
る
た
め
、
ル
ー
ル
の

二
重
の
負
担

を
負
う
こ
と
に
な
る
。
輸
入
品
は
ホ
ー
ム
・
ス
テ

ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
基
づ
い
て
生
産
さ
れ
る
が
、
輸
入
国
の
市
場
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
た
め
に
は
同
国
が
課
す
産
品
要
件

）
ル
ー

ル
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
輸
入
品
を
国
産
品
と
差
別
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
求
め
ら
れ
る

）
。
こ
の
よ
う
に
、
各
国
ル
ー
ル
は
差
別
禁
止
原
則
に
服
し
て
、
国
内
の
民
主
主
義
に
従
っ
て
形
づ
く
ら
れ
る
。

し
か
し
、
ル
ー
ル
の

二
重
の
負
担

は
存
続
す
る
た
め
、
そ
の
限
り
で
自
由
貿
易
が
損
な
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

貿
易
上
得
べ

か
り
し
利
益
は
企
業
に
コ
ス
ト
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
費
え
る
が
、
当
事
国
は
市
場
に
対
す
る
規
制
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
維
持
す

る

の
で
あ
る

）
。

上
述
の
よ
う
な

二
重
の
負
担

を
解
消
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
第
二
の
モ
デ
ル
が
存
在
す
る
。
各
国
ル
ー
ル
間
の
調
和
の

た
め
の
政
府
間
交
渉
を
通
じ
て
、
貿
易
と
政
治
の
利
益
の
バ
ラ
ン
ス
が
図
ら
れ
る
。
超
国
家
的
レ
ベ
ル
へ
の
主
権
の
垂
直
的
委
譲
を

伴
う
場
合
も
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
で
は
一
定
部
門
で
い
っ
た
ん
調
和
が
実
現
さ
れ
る
と
、
各
国
は
一
方
的
に
そ
れ
を
変
更
す
る
こ
と

は
も
は
や
許
さ
れ
な
く
な
る
。
調
和
の
導
入
や
改
正
の
さ
い
に
各
国
に
交
渉
コ
ス
ト
が
発
生
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
調
和
ア
プ
ロ
ー

法学研究 84 巻 1 号（2011 : 1）

132



チ
で
は
共
通
性
が
確
保
さ
れ
る
が
、
多
様
性
は
犠
牲
に
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る

）
。

調
和
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
政
府
間
交
渉
コ
ス
ト
や
多
様
性
の
犠
牲
と
い
う
欠
点
を
克
服
し
つ
つ
、
ル
ー
ル
の

二
重
の
負
担

を
解
消
す
る
の
が
、
第
三
の
モ
デ
ル
す
な
わ
ち
ホ
ー
ム
・
ス
テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
原
則
と
す
る
相
互
承
認
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ

る
。
こ
れ
は
、

一
加
盟
国
に
お
い
て
適
法
に
生
産
さ
れ
、
取
り
引
き
さ
れ
て
い
る
限
り
、
当
該
産
品
が
他
の
加
盟
国
に
お
い
て
も

輸
入
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る

）
。
こ
の
モ
デ
ル
の
下
で
は
、
消
費
者
は
商
品
の
多
様
性
と
い
う
恩
恵
を
受
け

る
一
方
、
正
し
い
選
択
を
行
う
た
め
の
情
報
コ
ス
ト
が
増
大
す
る
。
ま
た
、
企
業
は
規
制
が
緩
い
国
を
生
産
拠
点
と
し
て
選
択
し
よ

う
と
す
る
た
め
、
国
家
間
で

規
制
間
競
争

（re
g
ulator

y
co

m
p
etitio

n

）
が
発
生
し
、

底
辺
へ
至
る
競
争

（a
race

to
th

e

b
otto

m

）
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
と
さ
れ
る

）
。

三

ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
取
り
決
め

㈠

ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
取
り
決
め
の
構
成

ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
取
り
決
め
（

T
T
M
R
A）
は
、
八
つ
の
リ
サ
イ
タ
ル
（R

ecital

）、
一
五
の
部
（Part

）、
四

つ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（Sc

h
e
d
ule

）
お
よ
び
五
つ
の
附
属
書
（A

n
n
e
x

）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

リ
サ
イ
タ
ル
は
、
趣
旨
（
第

A条
）、
目
的
（
第

B条
）、
諒
解
事
項
（
第

C│

F条
）、
原
則
（
第

G、

H条
）
か
ら
成
る
。

第
Ⅰ
部
は
参
加
当
事
者
、
第
Ⅱ
部
は
用
語
の
解
釈
、
第
Ⅲ
部
は
取
り
決
め
の
国
内
履
行
方
法
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
第
Ⅳ
部
に

は
物
品
に
関
す
る
ス
キ
ー
ム
の
実
施
規
定
、
第
Ⅴ
部
に
は
職
業
に
関
す
る
ス
キ
ー
ム
の
実
施
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
第
Ⅵ
部
は
閣

僚
評
議
会
に
よ
る
基
準
ま
た
は
規
則
の
決
定
に
関
す
る
手
続
的
規
定
で
あ
る
。
次
い
で
、
第
Ⅶ
部
は

T
T
M
R
A

か
ら
の

除
外

、

第
Ⅷ
部
は

永
続
的
適
用
除
外

、
第
Ⅸ
部
は

ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
協
力
プ
ロ
グ
ラ
ム

と

特
別
適
用
除
外

を
規
定
し
て
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い
る
。
さ
ら
に
、
第
Ⅹ
部
は

T
T
M
R
A

以
外
の
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
協
力
と
の
関
係
、
第
Ⅺ
部
は
政
府
首
脳
に
関
す
る
制
度
的

取
り
決
め
、
第
Ⅻ
部
は

T
T
M
R
A

の
見
直
し
規
定
、
第

部
は
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
改
正
規
定
、
第

部
は

T
T
M
R
A

国
内
履
行
立

法
の
改
正
規
定
、
第

部
は

T
T
M
R
A

か
ら
の
脱
退
規
定
を
定
め
て
い
る
。

次
に
、
第
一
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
各
当
事
者
に
よ
る

T
T
M
R
A

か
ら
の

除
外

リ
ス
ト
で
あ
り
、
第
二
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
同
じ

く

永
続
的
適
用
除
外

リ
ス
ト
、
第
三
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は

特
別
適
用
除
外

リ
ス
ト
で
あ
る
。
以
上
は
す
べ
て
物
品
の
分
野
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
四
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
職
業
に
お
け
る
適
用
除
外
リ
ス
ト
（
医
師
の
み
）
で
あ
る
。

最
後
に
五
つ
の
附
属
書
は

特
別
適
用
除
外

の
対
象
物
品
に
関
す
る
細
則
（
既
存
規
制
要
件
の
範
囲
、
制
度
的
取
り
決
め
、
特
別

適
用
除
外
に
服
す
る
立
法
）
を
定
め
て
い
る
。
第
一
附
属
書
は

療
法
用
品

、
第
二
附
属
書
は

有
害
物
質

工
業
用
化
学
物
質

お
よ
び

危
険
品

、
第
三
附
属
書
は

電
磁
両
立
性

お
よ
び

無
線
通
信
基
準

、
第
四
附
属
書
は

路
上
走
行
車

、
第
五
附

属
書
は

ガ
ス
器
具

に
つ
い
て
の
細
則
で
あ
る
。

㈡

T
T
M
R
A

に
お
け
る
政
策
決
定
お
よ
び
国
内
法
と
の
優
劣
関
係

T
T
M
R
A

に
関
す
る
政
府
首
脳
（H

e
a
ds

of
G
o
v
er
n
m
e
nt

）
レ
ベ
ル
の
政
策
決
定
は
、
連
邦
政
府
お
よ
び
各
州
・
準
州
の
首

相
）で

構
成
さ
れ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
間
評
議
会
（th

e
C
o
u
n
cil

of
A
u
stralia

n
G
o
v
er
n
m
e
nts:

C
O
A
G

）
に
お
い
て
な
さ
れ
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は

T
T
M
R
A

に
関
わ
る
事
項
に
つ
い
て
対
等
な
資
格
で
そ
れ
に
参
加
し
、
投
票
権
を
有
す
る
（

11.1,
T
T
M‑

R
A

）。
政
策
決
定
方
式
は
、
議
題
に
応
じ
て
、
全
会
一
致
ま
た
は
三
分
の
二
以
上
の
多
数
決
で
あ
る
（

7.2,
8.2,

9.2.2,
9.2.3,

T
T
M
R
A

）。

ま
た
、
閣
僚
レ
ベ
ル
で
も
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
連
邦
政
府
お
よ
び
各
州
・
準
州
の
閣
僚
か
ら
成
る
閣
僚

評
議
会
（a

M
inisterial

C
o
u
n
cil

）
が

T
T
M
R
A

に
関
わ
る
事
項
を
扱
う
場
合
、
対
等
な
参
加
資
格
お
よ
び
投
票
権
を
有
す
る
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（
6.1,

T
T
M
R
A

）。
閣
僚
評
議
会
は
三
分
の
二
以
上
の
多
数
決
で
決
定
を
行
う
（

6.3,
T
T
M
R
A

）。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
見
る
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
間
評
議
会
お
よ
び
閣
僚
評
議
会
が
三
分
の
二
の
多
数
決
で
決
定
を
行

う
場
合
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
多
数
決
で
敗
れ
る
可
能
性
が
常
に
あ
る
。
な
お
、
通
常
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
決
定
が
な
さ
れ
る
と

言
わ
れ
て
い
る

）
。

さ
ら
に
、

T
T
M
R
A

を
国
内
実
施
す
る
た
め
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
一
九
九
七
年
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
法

（th
e
T
ra

n
s‐

T
as

m
a
n

M
utu

al
R
eco

g
nitio

n
A
ct19

97

）
は
、
そ
の
適
用
に
関
す
る
第
五
条
で
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
す
べ
て
の
法
は
、
同
法
又
は
本
法
が
明
示
的
に
他
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
限
り
、
本
法
に
服
し
て
解
釈
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

物
品
に
関
す
る
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
原
則
、
職
業
に
関
す
る
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
原
則
、
及
び
本
法
の
規
定
は
、

い
か
な
る
種
類
及
び
い
か
な
る
目
的
の
手
続
に
お
い
て
も
斟
酌
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
第
五
条
の
規
定
は
、
（
国
内
実
施
法
を
通
じ
て
）

T
T
M
R
A

の
優
越
性
を
定
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
他
方
、
同

法
第
六
条
に
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
相
互
主
義
（reciprocity

）
に
基
づ
き
国
内
実
施
立
法
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
り

）

T
T
M

R
A

の
効
果
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
（
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
）
の
主
権
は
究
極
的
に

保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
一
九
九
七
年
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
法
（th

e

T
ra

n
s‐

T
as

m
a
n

M
utu

al
R
eco

g
nitio

n
A
ct19

9
7
(
C
w
lth)

）
も
、
第
五
条
お
よ
び
第
七
条
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
同
様
の
規
定

を
置
い
て
い
る
。
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㈢

物
品
の
分
野
に
お
け
る
相
互
承
認

①

基
本
原
則

物
品
に
関
す
る
基
本
原
則
は
、

い
ず
れ
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
当
事
者
の
管
轄
に
お
い
て
も
適
法
に
販
売
さ
れ
う
る
物
品

（G
）

o
o
ds

）
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
販
売
さ
れ
う
る

、
ま
た
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
適
法
に
販
売
さ
れ
う
る
物
品
は
い
ず
れ

の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
当
事
者
の
管
轄
に
お
い
て
も
販
売
さ
れ
う
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
（R

ecital
G(1),

T

）

T
M
R
A

）。
そ
の
結

果
、
物
品
は
そ
れ
が
生
産
さ
れ
る
か
ま
た
は
輸
入
の
た
め
に
通
過
す
る
管
轄
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
基
準
（sta

n
d
ards

）
ま
た
は

規
則
（r

）

e
g
ulatio

n
s

）
に
の
み
適
合
す
る
必
要
が
あ
る
（

4.1.1,
T
T
M
R
A

）。

相
互
承
認
原
則
は
、
物
品
の
販
売
に
の
み
関
わ
る
た
め
、
物
品
の
使
用
を
規
制
す
る
法
令
（
物
品
が
使
用
で
き
る
ま
た
は
使
用
で
き

な
い
特
定
の
条
件
を
定
め
る
法
令
で
あ
っ
て
、
一
定
の
状
況
に
お
け
る
特
定
の
物
品
の
使
用
禁
止
を
含
む
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
（
図
1
参

照
）。
し
か
し
、
物
品
の
使
用
規
制
が
他
の
管
轄
か
ら
輸
入
さ
れ
る
物
品
の
販
売
を
妨
げ
ま
た
は
制
限
す
る
よ
う
な
形
で
物
品
の
特

徴
を
定
め
て
い
る
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る

）
。

②

適
用
除
外

基
本
原
則
か
ら
の
明
文
の
適
用
除
外
が
五
種
類
存
在
す
る
（
図
1
、
図
2
参
照
）。
た
だ
し
、

T
T
M
R
A

当
事
者
の
意
図
と
し
て

取
り
決
め
か
ら
の
適
用
除
外
（ex

e
m
ptio

n
s

）
及
び
除
外
（ex

clu
sio

n
s

）
は
可
能
な
限
り
最
小
限
に
と
ど
め
る

（

12.1.3,

T
T
M
R
A

）
と
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
以
下
の
事
項
は

例
外

（e

）

x
ce

ptio
n
s

）
と
し
て

T
T
M
R
A

の
範
囲
外
に
あ
る
。
た
だ
し
、
差
別
禁
止
に
服
す
る

（

4.1.3,
T
T
M
R
A

）。

（
イ
）

物
品
の
販
売
態
様
又
は
販
売
者
が
事
業
を
行
う
態
様
若
し
く
は
行
う
よ
う
要
求
さ
れ
る
態
様

。
た
と
え
ば
、

物
品
販
売
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図1 トランス・タスマン相互承認取り決め（TT M R A）の適用範囲

TTMRAが言及していない規制（物品の使用など）

例外、除外

永続的適用除外
特別適用除外
暫定的適用除外

潜在的範囲
　すべての物品
　登録職業関連規則
　

適用範囲
　物品の販売
　登録職業

（出所 : Productivity Co m mission, ,

A ustralian Govern m ent, January 2009, p. 17.）

図2 物品におけるトランス・タスマン相互承認取り決め（TT M R A）の適用範囲

TTMRA

物品

例外　　　　　除外　      永続的適用除外　 特別適用除外    暫定的適用除外

（出所 : Productivity Co m mission, ,

A ustralian Govern m ent, January 2009, p. 20.筆者により一部修正。）
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の
契
約
面

、

販
売
者
又
は
職
業
に
従
事
し
て
い
る
他
の
者
の
登
録

、

事
業
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
免
許
の
要
件

、

物
品
が
販
売
さ

れ
う
る
か
又
は
販
売
さ
れ
え
な
い
相
手
方

、

物
品
が
販
売
さ
れ
う
る
か
又
は
販
売
さ
れ
え
な
い
状
況

で
あ
る
。

（
ロ
）

物
品
の
輸
送
、
貯
蔵
又
は
取
り
扱
い

。
た
だ
し
、
公
衆
衛
生
、
安
全
お
よ
び
環
境
に
関
す
る
事
項
に
限
ら
れ
る
。

（
ハ
）

物
品
の
検
査

。
た
だ
し
、

検
査
が
物
品
の
販
売
の
前
提
条
件
で
は
な
い

場
合
で
あ
っ
て
、
公
衆
衛
生
、
安
全
お
よ
び

環
境
に
関
す
る
事
項
に
限
ら
れ
る
。

第
二
に
、

除
外

（ex
clu

sio
n
s

）
と
し
て
次
の
分
野
は

T
T
M
R
A

か
ら
除
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
イ
）
税
関
審
査
お
よ
び
関

税
、
（
ロ
）
知
的
財
産
権
、
（
ハ
）
税
制
、
（
ニ
）

物
品
の
販
売
に
関
わ
る
要
件

に
関
連
す
る
他
の
特
定
の
国
際
的
義
務
で
あ
る

（

7.2,
T
T
M
R
A

）。
こ
の
リ
ス
ト
へ
の
追
加
に
は
全
会
一
致
が
要
件
と
な
る
（

7.4,
T
T
M
R
A

）。

第
三
に
、

永
続
的
適
用
除
外

（per
m
a
n
e
nt

e
x
e
m
ptio

n
s

）
と
い
う
類
型
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
相
互
承
認
原
則
に
潜
在
的
に

は
含
ま
れ
る
が
、

T
T
M
R
A

の
各
当
事
者
が
同
原
則
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
（

8.1,
T
T
M
R
A

）。

こ
の
リ
ス
ト
へ
の
追
加
に
は
全
会
一
致
が
必
要
と
さ
れ
る
（

8.2,
T
T
M
R
A

）。
こ
の
類
型
に
含
ま
れ
る
事
項
は
、
た
と
え
ば
ニ
ュ

ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
検
疫
、
絶
滅
危
惧
種
、
銃
器
類
、
花
火
、
賭
博
機
械
、
猥
褻
物
、
オ
ゾ
ン
層
保
護
、
農

業
・
畜
産
用
化
学
物
質
、
放
射
能
保
護

）
。

第
四
に
、

T
T
M
R
A

の
適
用
開
始
日
か
ら
一
二
カ
月
間
の
み
許
容
さ
れ
る

特
別
適
用
除
外

（sp
ecial

e
x
e
m
ptio

n
s

）
も
存

在
す
る
（

9.2.1,
T
T
M
R
A

）。
そ
の
期
限
が
経
過
し
た
後
は
、
相
互
承
認
、
調
和
ま
た
は
永
続
的
適
用
除
外
の
い
ず
れ
か
に
服
す
る

（

9.1.2,
9.2.1

9.2.3,
T
T
M
R
A

）。
そ
れ
は
規
制
上
の
相
違
を
な
く
す
の
が
困
難
な
分
野
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た

ト
ラ
ン
ス
・
タ

ス
マ
ン
協
力
プ
ロ
グ
ラ
ム

（PartⅨ
,

T
T
M
R
A

）
に
含
ま
れ
る
事
項
で
あ
る
が
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
完
了
す
る
た
め
に
一
二
カ
月

間
の
追
加
的
時
間
が
猶
予
さ
れ
る
（

9.1.1,
9.1.5,

9.2.1,
T
T
M
R
A

）。
特
別
適
用
除
外
の
対
象
は
限
定
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
療
法

用
品
（th

era
p
e
utic

G
o
o
ds

）、
有
害
物
質
、
工
業
用
化
学
物
質
お
よ
び
危
険
品
（hazard

o
u
s
s
u
bsta

n
ces,

in
d
u
strial

c
h
e
m
icals
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a
n
d
d
a
n
g
ero

u
s
G
o
o
ds

）、
電
磁
両
立
性
（electro

m
a
g
n
etic

co
m
p
atibility

）
お
よ
び
無
線
通
信
基
準
（ra

dioco
m
m
u
nicatio

n
s

sta
n
d
ards

）、
路
上
走
行
車
（ro

a
d
v
e
hicles

）
お
よ
び
ガ
ス
器
具
（gas

a
p
plia

n
ces

）
で
あ
る
（

9.1.3,
T

）

T
M
R
A

）。

第
五
に
、
人
の
健
康
お
よ
び
安
全
な
ら
び
に
環
境
保
護
に
基
づ
く

暫
定
的
適
用
除
外

（te
m
p
orar

y
e
x
e
m
ptio

n
s

）
が
最
長

一
二
カ
月
間
に
限
定
し
て
認
め
ら
れ
る
（

4.2.1
a
n
d4.2.2,

T
T
M
R
A

）。

③

紛
争
解
決
手
続

第
一
に
、
物
品
の
分
野
に
お
い
て
、
行
政
当
局
の
決
定
に
対
す
る
特
定
の
上
訴
手
続
は
存
在
し
な
い

）
。
裁
判
所
へ
の
通
常
の
訴
訟

手
続
が
利
用
可
能
で
あ
る
。
物
品
の
販
売
に
関
す
る
法
令
違
反
で
起
訴
さ
れ
た
場
合
、
個
人
は
相
互
承
認
原
則
の
適
用
を
防
禦
と
し

て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
。

第
二
に
、
暫
定
的
適
用
除
外
の
場
合
、
そ
の
期
間
が
終
了
す
る
前
に
、
閣
僚
評
議
会
は
当
該
物
品
に
基
準
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
か

否
か
、
お
よ
び
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
は
そ
の
基
準
を
決
定
す
る
よ
う
努
め
る
。
あ
る
い
は
、
閣
僚
評
議
会
は
当
該
物
品
が
永

続
的
適
用
除
外
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
政
府
首
脳
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
参
加
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
間
評
議
会
）
に
勧
告
す
る

こ
と
が
で
き
る
（

4.2.2,
T
T
M
R
A

）。
閣
僚
評
議
会
は
三
分
の
二
以
上
の
多
数
決
で
決
定
を
行
う
（

6.3,
T
T
M
R
A

）。

第
三
に
、

T
T
M
R
A

参
加
当
事
者
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
、
州
・
準
州
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）
は
、
い
か
な
る
時
点
に
お

い
て
も
、
実
質
的
に
人
の
健
康
お
よ
び
安
全
を
保
護
す
る
目
的
ま
た
は
環
境
汚
染
を
防
止
、
最
小
化
も
し
く
は
規
制
す
る
目
的
で
、

他
の
参
加
当
事
者
の
管
轄
の
下
で
物
品
に
適
用
可
能
な
基
準
の
問
題
を
、
閣
僚
評
議
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
閣
僚
評
議
会

は
そ
の
付
託
を
受
理
し
て
か
ら
一
二
カ
月
以
内
に
、
当
該
物
品
に
つ
い
て
基
準
が
設
定
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
、
お
よ
び
、
設
定
さ
れ

る
べ
き
場
合
に
は
そ
の
基
準
を
決
定
す
る
よ
う
努
め
る
（

4.3,
T
T
M
R
A

）。
閣
僚
評
議
会
は
三
分
の
二
以
上
の
多
数
決
で
決
定
を

行
う
（

6.3,
T
T
M
R
A

）。
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上
記
第
二
お
よ
び
第
三
の
場
合
に
関
連
し
て
、
閣
僚
評
議
会
は

T
T
M
R
A

に
基
づ
き
、
物
品
（
お
よ
び
職
業
）
に
関
す
る
基
準

を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（

6.2,
T
T
M
R
A

）。
そ
の
際
、
可
能
な
場
合
に
は
常
に
、
国
際
貿
易
で
共
通
に
受
諾
さ
れ
て
い
る
基

準
に
合
わ
せ
る
（

6.4,
T
T
M
R
A

）。
閣
僚
評
議
会
は
、
特
定
の
基
準
ま
た
は
規
則
（
い
ず
れ
か
の
物
品
の
販
売
が
禁
止
さ
れ
る
べ
き
か

否
か
を
含
む
）
が
あ
る
物
品
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
合
意
が
な
さ
れ
る
場
合
、
参
加
当
事
者
の
政
府
首
脳
（
ニ
ュ
ー
ジ

ー
ラ
ン
ド
が
参
加
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
間
評
議
会
）
に
対
し
、
当
該
基
準
ま
た
は
規
則
が
合
意
さ
れ
る
よ
う
勧
告
す
べ
き
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
同
勧
告
に
対
し
て
三
カ
月
以
内
に
政
府
首
脳
の
三
分
の
一
以
上
に
よ
る
不
承
認
が
な
い
限
り
、
参
加
当
事
者
は

同
勧
告
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
行
動
を
可
及
的
速
や
か
に
と
る
（

6.5,
T
T
M
R
A

）。

㈣

職
業
登
録
に
関
す
る
相
互
承
認

①

基
本
原
則
と
適
用
除
外

職
業
登
録
に
関
す
る
基
本
原
則
は
、

い
ず
れ
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
当
事
者
の
管
轄
に
お
い
て
も
職
業
（an

O

）

cc
u
p
atio

n

）
に

従
事
す
る
た
め
に
登
録
さ
れ
た
者
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
同
等
（E

）

q
uiv

ale
nt

）
の
職
業
に
従
事
す
る
資
格
を
有
す
る

、

ま
た
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
職
業
に
従
事
す
る
た
め
に
登
録
さ
れ
た
者
は
い
ず
れ
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
当
事
者
の
管

轄
に
お
い
て
も
同
等
の
職
業
に
従
事
す
る
資
格
を
有
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
（R

ecital
G(2),

5.1.1,
T
T
M
R
A

）。
す
な
わ
ち
、

相
互
承
認
に
基
づ
き
、
一
つ
の
管
轄
に
お
け
る
登
録
（R

）

e
gistratio

n

）
は
他
の
管
轄
で
の
同
等
の
職
業
に
お
け
る
登
録
に
と
っ
て

十
分
な
根
拠
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
登
録
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
職
業
上
の
基
準
（
資
格
、
技
能
や
経
験
）
に
お
け
る
相
違
は
登

録
申
請
を
却
下
す
る
理
由
と
は
な
ら
な
い

）
。
こ
の
原
則
は
、

E
U

法
に
お
け
る
自
然
人
の
開
業
の
自
由
（
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
で
の

居
住
を
伴
う
）
に
ほ
ぼ
相
当
し

）
、
一
時
的
移
動
を
前
提
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
は
含
ま
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

）
。

登
録
の
条
件
と
し
て
、
登
録
を
求
め
る
者
は
当
該

地
方
登
録
機
関

（L
ocal

R
e
gistratio

n
A

）

uth
ority

）
に
同
人
の
現
行
登
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録
に
関
す
る
一
定
の
基
本
情
報
を
含
む
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（

5.1.1,
T
T
M
R
A

）。

し
か
し
、
基
本
原
則
か
ら
の
適
用
除
外
が
二
種
類
存
在
す
る

（
図
3
参
照
）。
た
だ
し
、

T
T
M
R
A

当
事
者
の
意
図
と
し
て

取
り
決
め
か
ら
の
適
用
除
外
（ex

e
m
ptio

n
s

）
及
び
除
外
（ex‑

clu
sio

n
s

）
は
可
能
な
限
り
最
小
限
に
と
ど
め
る

（

12.1.3,

T
T
M
R
A

）
と
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、

職
業
を
行
う
態
様
を
規
制
す
る
法
の
施
行

は

例
外

（e

）

x
ce

ptio
n
s

）
と
し
て

T
T
M
R
A

の
範
囲
外
に
あ
る
。

た
と
え
ば
、
保
険
要
件
、
行
動
規
範
、
懲
戒
手
続
な
ど
に
関
す
る

法
令
で
あ
る

）
。
た
だ
し
、
二
つ
の
条
件
に
服
す
る
。
一
つ
は
、
差

別
禁
止
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

当
該
職
業
に
従
事
す
る
適
性

に
関
す
る
何
ら
か
の
資
格
又
は
経
験
の
達
成
又
は
保
有
に
基
づ
か

な
い
こ
と

で
あ
る
（

5.1.2,
T
T
M
R
A

）。

第
二
に
、

適
用
除
外
職
業

（ex
e
m
pt

O
cc
u
p
atio

n

）
と
い

う
類
型
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は

T
T
M
R
A

参
加
当
事
者
の
全
会

一
致
に
よ
り
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（

5.1.1,
T
T
M
R
A

）。
現

行
リ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
対
象
は
開
業
医
（m

e
dical

practitio
n‑

ers

）
の
み
で
あ
る
（Sc

h
e
d
ule4,

T
T
M
R
A

）。

図3 職業登録におけるトランス・タスマン相互承認取り決め（TT M R A）の

適用範囲

TTMRA

職業登録

例外 適用除外

（出所 : Productivity Co m mission, ,

A ustralian Govern m ent, January 2009, p. 20.筆者により一部修正。）
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②

登
録

上
述
の
基
本
原
則
に
適
合
し
、
届
出
書
を
提
出
す
る
な
ら
ば
、

当
該
当
事
者
の
関
連
法
が
当
該
者
の
既
存
の
登
録
が
十
分
な
登

録
資
格
で
あ
る
と
明
示
的
に
規
定
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ

、

同
等

の
職
業
（
開
業
医
を
除
く
）
へ
の
登
録
の
資
格
が
付
与
さ
れ

る
（

5.2.1,
T
T
M
R
A

）。

地
方
登
録
機
関
は

T
T
M
R
A

の
要
件
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
き
、
届
出
か
ら
一
カ
月
以
内
に
登
録
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
（

5.3,
T
T
M
R
A

）、
更
新
可
能
で
あ
る
。
仮
登
録
の
場
合
も
あ
る
が
（

5.6.1
5.6.5,

T
T
M
R
A

）、
要
件
に
合
致
し
な
い
場
合
は

登
録
の
延
期
や
拒
絶
も
あ
り
う
る
（

5.4.1,
5.4.2,

5.5.1,
5.5.2,

T
T
M
R
A

）。

い
っ
た
ん
登
録
さ
れ
る
と
、
当
該
者
の
元
の
管
轄
に
お
け
る
登
録
が
停
止
し
て
も
、
登
録
資
格
は
継
続
す
る
（

5.2.2,
5.3,

T
T
M
R
A

）。
た
だ
し
、
地
方
登
録
機
関
は
、
当
該
者
の
登
録
が
い
ず
れ
か
の
管
轄
に
お
い
て
停
止
も
し
く
は
終
了
さ
れ
る
か
、
ま

た
は
、
い
ず
れ
か
の
管
轄
に
お
い
て
刑
事
手
続
、
民
事
手
続
も
し
く
は
懲
戒
手
続
の
結
果
と
し
て
当
該
職
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
個

人
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
に
至
る
場
合
、
登
録
を
停
止
ま
た
は
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（

5.2.3,
T
T
M
R
A

）。

ま
た
、
地
方
登
録
機
関
は
登
録
に
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
当
該
者
の
以
前
の
登
録
に
す
で
に
適
用
さ
れ
て
い
る
か
ま

た
は
職
業
間
の

同
等
性

を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
を
維
持
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
（

5.2.4,

T
T
M
R
A

）。

③

紛
争
解
決
手
続

第
一
に
、
個
人
は
地
方
登
録
機
関
の
決
定
に
対
し
て
、
上
訴
裁
判
所
（an

A
p
p
eals

T
rib

u
n
al

）
す
な
わ
ち
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

行
政
上
訴
裁
判
所

お
よ
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の

ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
職
業
裁
判
所

に
審
査
の
申
し
立
て
を
行
う
こ
と
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が
で
き
る
（

5.7.1
5.7.3,

T

）

T
M
R
A

）。
裁
判
所
は
、
上
訴
人
が
登
録
の
資
格
を
有
す
る
と
の
命
令
を
出
し
、

同
等
性

を
達
成
す

る
た
め
の
条
件
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
は
、
登
録
を
可
能
と
す
る
た
め
の
取
り
決
め
を
設
け
る
よ
う

命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
当
該
二
つ
の
職
業
に
関
わ
る
活
動
が

実
質
的
に
同
一
で
は
な
い

、
ま
た
は
、

当
該
者
の

登
録
が
公
衆
衛
生
及
び
安
全
に
対
す
る
実
在
の
脅
威
と
な
る
か
若
し
く
は
顕
著
な
環
境
汚
染
の
脅
威
を
も
た
ら
し
う
る

と
い
う
点

が
充
足
さ
れ
る
場
合
に
限
り
、
両
職
業
は

同
等

で
は
な
い
と
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
（

5.8.1,
5.8.2,

T

）

T
M
R
A

）。

第
二
に
、
上
述
の

顕
著
な
環
境
汚
染
の
脅
威

に
基
づ
く
宣
言
の
場
合
、
そ
の
有
効
期
間
は
一
二
カ
月
間
で
あ
る
。
そ
の
間
に

T
T
M
R
A

の
当
該
参
加
当
事
者
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
、
州
・
準
州
ま
た
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）
は
、
そ
の
宣
言
を
閣
僚
評
議
会

に
付
託
す
る
。
閣
僚
評
議
会
は
、
基
準
が
合
意
さ
れ
て
当
該
職
業
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
、
お
よ
び
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
は

そ
れ
ら
の
基
準
に
つ
い
て
決
定
す
る
よ
う
努
め
る
（

5.8.3,
T
T
M
R
A

）。

第
三
に
、

T
T
M
R
A

参
加
当
事
者
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
、
州
・
準
州
ま
た
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）
は
、
い
か
な
る
時
点
に
お

い
て
も
、
実
質
的
に
人
の
健
康
お
よ
び
安
全
を
保
護
す
る
目
的
ま
た
は
環
境
汚
染
を
防
止
、
最
小
化
も
し
く
は
規
制
す
る
目
的
で
、

基
準
が
合
意
さ
れ
て
当
該
職
業
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
、
お
よ
び
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
は
そ
れ
ら
の
基
準
に
つ
い
て
決
定
す

る
た
め
に
、
職
業
ま
た
は
そ
の
遂
行
の
一
部
と
し
て
の
特
定
の
活
動
に
従
事
す
る
資
格
を
付
与
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
適
切
な

能
力
基
準
（co

m
p
ete

n
c
y
sta

n
d
ards

）
の
問
題
を
、
閣
僚
評
議
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
閣
僚
評
議
会
は
そ
の
付
託
を
受

理
し
て
か
ら
一
二
カ
月
以
内
に
決
定
を
行
う
よ
う
努
め
る
（

5.9,
T
T
M
R
A

）。

上
記
第
二
お
よ
び
第
三
の
場
合
に
関
連
し
て
、
閣
僚
評
議
会
は

T
T
M
R
A

に
基
づ
き
、
職
業
（
お
よ
び
物
品
）
に
関
す
る
基
準

を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（

6.2,
T
T
M
R
A

）。
そ
の
際
、
可
能
な
場
合
に
は
常
に
、
国
際
貿
易
で
共
通
に
受
諾
さ
れ
て
い
る
基

準
に
合
わ
せ
る
（

6.4,
T
T
M
R
A

）。
閣
僚
評
議
会
は
、
合
意
さ
れ
る
基
準
が
、
あ
る
職
業
ま
た
は
あ
る
職
業
の
実
行
の
一
部
と
し

て
の
特
定
の
活
動
（
群
）
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
合
意
が
な
さ
れ
る
場
合
、
参
加
当
事
者
の
政
府
首
脳
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
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ラ
ン
ド
が
参
加
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
間
評
議
会
）
に
対
し
、
当
該
基
準
ま
た
は
規
則
が
合
意
さ
れ
る
よ
う
勧
告
す
べ
き
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
同
勧
告
に
対
し
て
三
カ
月
以
内
に
政
府
首
脳
の
三
分
の
一
以
上
に
よ
る
不
承
認
が
な
い
限
り
、
参
加
当
事
者
は
同

勧
告
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
行
動
を
可
及
的
速
や
か
に
と
る
（

6.5,
T
T
M
R
A

）。

第
四
に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
閣
僚
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
少
な
く
と
も
一
つ
の
参
加
当
事
者
の
閣
僚
は
、
特
定
の
職
業

が

同
等

で
あ
る
こ
と
を
共
同
で
宣
言
し
、

同
等
性

を
達
成
す
る
条
件
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
閣
僚
宣

言
は
、
そ
れ
に
適
合
し
な
い
上
訴
裁
判
所
の
決
定
に
優
越
す
る
（

5.1
0,

T
T
M
R
A

）。

四

結

語

相
互
承
認
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
そ
の
対
象
に
よ
り
、
実
体
的
ル
ー
ル
（su

bsta
ntiv

e
r
ules

）
を
扱
う

実
体
的
相
互
承
認

、
お

よ
び
、
適
合
性
評
価
と
い
っ
た
手
続
的
な
側
面
に
限
ら
れ
る

手
続
的
相
互
承
認

が
存
在
す
る
。
手
続
的
相
互
承
認
の
例
は
日

E

U
相
互
承
認
協
定
等

）
を
は
じ
め
と
し
て
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
非
関
税
障
壁
の
撤
廃
の
た
め
に
十
分
で
は
な
い
。
実

体
的
相
互
承
認
を
導
入
し
て
い
る
複
数
国
家
の
地
域
は

E
U

（
お
よ
び
そ
の
周
辺
国
）
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
の
間
の
み
に
と
ど
ま
る

）
。
た
だ
し
、
実
体
的
相
互
承
認
は
手
続
的
相
互
承
認
を
伴
う
の
が
通
常
で
あ
る
。

ま
た
、
相
互
承
認
ア
プ
ロ
ー
チ
は
超
国
家
制
度
を
伴
う
か
否
か
に
よ
り
二
つ
に
類
別
さ
れ
る
。

E
U

域
内
市
場
に
見
ら
れ
る
相
互

承
認
原
則
は
超
国
家
的
制
度
を
伴
う

垂
直
的

相
互
承
認
（a

v
ertical"

m
utu

al
r

）

eco
g
nitio

n

）
で
あ
る
の
に
対
し
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
間
の

T
T
M
R
A

は
政
府
間
取
り
決
め
に
基
づ
く

水
平
的

相
互
承
認
（a

h
orizo

ntal"

m
utu

al
reco

g
nitio

n

）
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
相
互
承
認
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ホ
ー
ム
・
ス
テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
原
則
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
実
際
の
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適
用
に
お
い
て
は
ホ
ー
ム
・
ス
テ
ー
ト
の
ル
ー
ル
が
常
に
そ
の
ま
ま
輸
入
国
で
通
用
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
相
互
承

認
原
則
は
、
自
由
貿
易
と
公
益
上
正
当
な
目
的
の
間
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
、
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
（
た
と
え
ば
物
品
の

貿
易
に
限
定
し
、
サ
ー
ビ
ス
貿
易
に
は
適
用
し
な
い
と
す
る
こ
と
）、
ル
ー
ル
間
で
一
定
の
調
和
を
事
前
に
導
入
す
る
こ
と
、
既
存
の
国

際
調
和
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
こ
と
、
明
文
で
適
用
除
外
を
設
け
る
こ
と
、
ル
ー
ル
間
に
機
能
的
同
等
性
が
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る

こ
と
、
経
過
期
間
を
設
定
す
る
こ
と
な
ど
、
様
々
な
条
件
と
と
も
に
実
施
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る

）
。
こ
の
よ
う
に
、
相
互
承
認
原

則
は
様
々
な
仕
方
で

管
理

）

さ
れ
て
い
る

）
。

T
T
M
R
A

で
は
相
互
承
認
原
則
の
適
用
が
物
品
と
職
業
登
録
に
限
定
さ
れ
、
か
つ
、

様
々
な
適
用
除
外
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

T
T
M
R
A

は
国
際
法
上
拘
束
力
を
有
し
な
い
と
さ
れ
る
合
意
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
国
内
法
の
制
定
に
よ
り
履
行
さ
れ
た
。

T
T
M
R
A

に
お
け
る
相
互
承
認
制
度
の
特
徴
を
要
約
す
る
と
、
第
一
に

実
体
的
相
互
承
認

の
制
度
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
政

府
間
取
り
決
め
に
基
づ
き
、
国
家
主
権
の
制
限
を
伴
わ
な
い

水
平
的

な
相
互
承
認
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に

管

理

の
度
合
い
が
大
き
い
、
限
定
的
な
相
互
承
認
制
度
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
。

［
付
記
］

本
稿
は
、
慶
應
義
塾
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル

C
O
Eプ
ロ
グ
ラ
ム
（
文
部
科
学
省
）

市
民
社
会
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
教
育
研
究

拠
点

（
平
成
二
〇
年
度
採
択
、
拠
点
番
号
Ⅰ
一
二
）
の
支
援
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
）P
ro

d
u
ctivity

C
o
m
m
issio

n,
,

A
u
stralia

n
G
o
v
er
n
m
e
nt,

Ja
n
u
ar
y20

09,
p.1
0.

（
2
）C

o
m
m
o
n
w
e
alth

of
A
u
stralia

C
o
n
stitutio

n
A
ct.

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
憲
法
の
概
要
に
つ
い
て
、
山
田
邦
夫

オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
憲
法
事
情

諸
外
国
の
憲
法
事
情
3

国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
、
二
〇
〇
三
年
、
八
五
│
一
三
四
頁
参

照
（http://

w
w
w.

n
dl.

g
o.
jp/

jp/
d
ata/

p
u
blicatio

n/
d
oc

u
m
e
nt/2

00
3/2/20

0
3
0
20
6.

p
df

）（
二
〇
一
〇
年
七
月
一
一
日
ア
ク
セ
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ス
）。

（
3
）

O
n
th

e
i
m
p
ositio

n
of

u
nifor

m
d
uties

of
c
u
sto

m
s,

tra
d
e,

co
m
m
erce,

a
n
d
interco

u
rse

a
m
o
n
g
th

e
States,

w
h
eth

er
b
y
m
ea

n
s
of

inter
n
al

carria
g
e
or

oce
a
n
n
a
vig

atio
n,

s
h
all

b
e
a
bsolutely

fre
e."

（
4
）[1

9
88]

H
C
A
1
8;

(1
98
8)

16
5

C
L
R
3
6
0(2

M
a
y
1
9
8
8),

a
v
aila

ble
at

http://
w
w
w.
a
u
stlii.

e
d
u.
a
u/
a
u/
cases/

cth/
hig

h＿
ct/1

65
clr360.

ht
m
l,
accesse

d
M
a
y26,

2
0
1
0.

（
5
）

.,
p
ara.

2
6.

州
に
お
け
る
居
住
者
の
権
利

に
関
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
憲
法
第
一
一
七
条
は
職
業
登
録
に
関
連
す
る

規
定
で
あ
る
が
、
最
高
裁
判
所
は
同
規
定
に
つ
い
て
も
（
憲
法
上
の
基
本
的
権
利
と
し
て
保
護
さ
れ
る
と
し
つ
つ
も
）
差
別
を
禁
止
す
る

も
の
と
解
釈
し
て
い
る(

[1
9
8
9]

H
C
A
53;

(1
98
9)

1
6
8

C
L
R4
61

(16
N
o
v
e
m
b
er

19
89),

a
v
aila

ble
at

http://
w
w
w.

w
orldlii.

or
g/
a
u/
cases/

cth/
hig

h＿
ct/16

8
clr46

1.
ht

m
l,
accesse

d
M
a
y3
1,

2
01
0).

（
6
）P

ro
d
u
ctivity

C
o
m
m
issio

n,
.,

p.9.

物
品
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
移
動
に
対
す
る
障
壁
の
例
と
し
て
、
製
造
者
が
異
な
る

州
で
販
売
さ
れ
る
物
に
異
な
る
包
装
を
使
用
す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
、
ま
た
、
専
門
職
従
事
者
お
よ
び
貿
易
業
者
が
自
分
の
州
の
外
で

働
こ
う
と
す
る
場
合
に
免
許
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る

（

.,
p.1
0

）。

（
7
）A

g
re
e
m
e
nt

b
et

w
e
e
n
th

e
C
o
m
m
o
n
w
ealth

of
A
u
stralia,

th
e
State

of
N
e
w

S
o
uth

W
ales,

th
e
State

of
V
icto‑

ria,
th

e
State

of
Q
u
e
e
n
sla

n
d,

th
e
State

of
W
ester

n
A
u
stralia,

th
e
State

of
S
o
uth

A
u
stralia,

th
e
State

of
T
as

m
a‑

nia,
th

e
A
u
stralia

n
C
a
pital

T
erritor

y
a
n
d
th

e
N
orth

er
n
T
erritor

y
of

A
u
stralia

relatin
g
to

M
utu

al
R
eco

g
nitio

n.

（
8
）

,
a
v
aila

ble
at

http://
w
w
w.
a
u
stlii.

e
d
u.
a
u/
a
u/
le
gis/

cth/
co

n
sol

act/
m
ra19

9
2
2
21/,

accesse
d
M
a
y2
6,

2
0
1
0.

（
9
）C

o
u
n
cil

of
A
u
stralia

n
G
o
v
er
n
m
e
nts(

C
O
A
G),

M
utu

al
R
eco

g
nitio

n
A
g
re
e
m
e
nt,"

a
v
aila

ble
at

http://
w
w
w.
co

a
g.
g
o
v.
a
u/

m
utu

al
reco

g
nitio

n/
m
utu

al
reco

g
a
g
re
e
m
e
nt.

cf
m,

accesse
d
M
a
y26,

2
01
0.

（
10
）G

ar
y
P.

S
a
m
pso

n,
T
h
e
Closer

E
co

n
o
m
ic

R
elatio

n
s
A
g
ree

m
e
nt

b
et

w
e
e
n

A
u
stralia

a
n
d
N
e
w

Z
e
ala

n
d"

in

G
ar
y
P.

S
a
m
pso

n
a
n
d
Ste

p
h
e
n

W
o
olcoc

k(
e
ds.),

‑

,
U
nite

d
N
atio

n
s
U
niv

ersity
P
ress,

T
o
k
y
o,
2
00
3,

p
p.
20
2
‐
2
05.

（
11
）Q

u
e
ntin

H
a
y,

T
ra

n
s‐

T
as

m
a
n

M
utu

al
R
eco

g
nitio

n:
N
e
w

D
i
m
e
n
sio

n
in

A
u
stralia‐

N
e
w
Z
e
ala

n
d
L
e
g
al

R
e‑
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latio
n
s,"

,
19
9
7,

3(1),
p
p.
6
‐
1
3

at1
0;

P
ro

d
u
ctivity

C
o
m
m
issio

n,
.,

p.
1
1.

（
12
）

,
18

A
u
g
u
st1

9
8
8,

a
v
aila

ble
at

http://
w
w
w.
dfat.

g
o
v.
a
u/
g
e
o/
n
e
w

ze
ala

n
d/
a
n
z
cer/

a
n
z
cer.

ht
m
l,

accesse
d

M
a
y3
1,

20
10.

（
13
）P

ro
d
u
ctivity

C
o
m
m
issio

n,
.,

p.
1
1.

（
14
）C

o
u
n
cil

of
A
u
stralia

n
G
o
v
er
n
m
e
nts(

C
O
A
G),

M
utu

al
R
eco

g
nitio

n
A
g
re
e
m
e
nt,"

.

（
15
）

正
式
名
称
は

A
rra

n
g
e
m
e
nt

b
et

w
ee

n
th

e
A
u
stralia

n
P
arties

a
n
d
N
e
w

Z
eala

n
d
R
elatin

g
to

T
ra

n
s‐

T
as

m
a
n

M
utu

al
R
eco

g
nitio

n"
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

‑

,
2
0
0
6

が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
政
府
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
（av

aila
ble

at

http://
w
w
w.
co

a
g.
g
o
v.
a
u/

m
utu

al
reco

g
nitio

n/
d
ocs/

m
utu

al
reco

g
nitio

n
u
sers%

2
7

G
uid

e.
p
df,

accesse
d
M
a
y3
1,

20
10

）。

（
16
）P

ro
d
u
ctivity

C
o
m
m
issio

n,
.,

p.
1
1.

（
17
）C

o
u
n
cil

of
A
u
stralia

n
G
o
v
er
n
m
e
nts(

C
O
A
G),

T
ra

n
s‐

T
as

m
a
n

M
utu

al
R
eco

g
nitio

n
A
rra

n
g
e
m
e
nt,"

a
v
ail‑

a
ble

at
http://

w
w
w.
co

a
g.
g
o
v.
a
u/

m
utu

al
reco

g
nitio

n/
tt

m
utu

al
reco

g
a
g
re
e
m
e
nt.

cf
m,

accesse
d

M
a
y
31,

20
10.

条
約
の
形
式
を
避
け
た
理
由
は
、
第
一
に
柔
軟
性
を
最
大
限
確
保
す
る
こ
と
、
第
二
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

M
R
Aに
対
す
る
不

利
な
影
響
を
最
小
化
す
る
こ
と
、
第
三
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
各
州
・
準
州
が
積
極
的
に

T
T
M
R
Aに
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、

第
四
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
政
府
が
同
国
憲
法
の
対
外
的
権
限
を
通
じ
て
条
約
の
主
題
領
域
で
権
限
を
拡
大
す
る
の
を
防
ぐ
こ
と
に
あ

っ
た
と
さ
れ
る
（Q

u
e
ntin

H
a
y,

.,
p.
1
1

）。

（
18
）C

o
u
n
cil

of
A
u
stralia

n
G
o
v
er
n
m
e
nts(

C
O
A
G),

T
ra

n
s‐

T
as

m
a
n

M
utu

al
R
eco

g
nitio

n
A
rra

n
g
e
m
e
nt,"

.

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
各
州
・
準
州
は
そ
の
後
、
連
邦
法
を
採
択
す
る
か
ま
た
は
ト
ラ
ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
相
互
承
認
法
を
施
行
す
る
権
限
を

連
邦
に
付
託
す
る
立
法
を
制
定
し
た
（Pro

d
u
ctivity

C
o
m
m
issio

n,
.,

p.12.

）。

（
19
）P

ro
d
u
ctivity

C
o
m
m
issio

n,
.,

p.
1
1,

12.
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（
20
）T

h
e
T
ra

n
s‐

T
as

m
a
n

M
utu

al
R
eco

g
nitio

n
A
ct1

9
97

(
C
w
lth)

a
n
d
th

e
T
ra

n
s‐

T
as

m
a
n

M
utu

al
R
eco

g
nitio

n
A
ct

19
97

(
N
Z),

a
v
aila

ble
at

http://
w
w
w.
a
u
stlii.

e
d
u.
a
u/
a
u/
le
gis/

cth/
co

n
sol

act/
t
m
ra199

73
5
0/,

a
n
d,

http://
w
w
w.
le
g‑

islatio
n.
g
o
vt.

n
z/
act/

p
u
blic/1

99
7/0

0
6
0/

latest/
D
L
M41

07
9
3.

ht
m
l?
se
arc

h=
ts

act
tra

n
s‐
tas

m
a
n＋

m
utu

al
resel&

sr

=
1,

accesse
d
M
a
y3
1,

2
0
1
0.

（
21
）

閣
僚
評
議
会
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

M
R
Aの
施
行
か
ら
生
じ
る
物
品
の
基
準
を
検
討
す
る
理
由
を
有
す
る
場
合
、
閣
僚
評
議
会
議

長
は
当
該
問
題
が

T
T
M
R
Aの
中
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
に
関
し
て
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
閣
僚
と
事
前
に
協
議
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
（

6.6,
T
T
M
R
A

）。

（
22
）T

h
e
A
g
re
e
m
e
nt

b
et

w
e
e
n
th

e
G
o
v
er
n
m
e
nt

of
A
u
stralia

a
n
d
th

e
G
o
v
er
n
m
e
nt

of
N
e
w
Z
e
ala

n
d
in

relatio
n
to

M
utu

al
R
eco

g
nitio

n
of

S
ec

u
rities

O
fferin

g
s(

M
R
S
O).

（
23
）T

h
e

A
g
re
e
m
e
nt

b
et

w
ee

n
th

e
G
o
v
er
n
m
e
nt

of
A
u
stralia

a
n
d
th

e
G
o
v
er
n
m
e
nt

of
N
e
w

Z
e
ala

n
d
o
n

T
ra

n
s‐

T
as

m
a
n
C
o
u
rt

P
rocee

din
g
s
a
n
d
re

g
ulator

y
E
nforce

m
e
nt(

P
R
E
T).

（
24
）P

ro
d
u
ctivity

C
o
m
m
issio

n,
.,

p
p.
24
7
‐
2
53.

（
25
）

本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
六
月
一
〇
日
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
に
お
け
るE

u
ro

p
ea

n
Ja
p
a
n
A
d
v
a
n
ce

d
R
esearc

h
N
et

w
or

k

(
E
J
A
R
N)

主
催
の
日

E
U関
係
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
の
研
究
報
告

Ja
p
a
n‐

E
U

N
or

m
ativ

e
P
artn

ers
hip

u
n
d
er

M
utu

al
R
ec‑

o
g
nitio

n
P
rin

ciple―
E
U

M
o
d
el

or
T
ra

n
s‐

T
as

m
a
n

M
o
d
el?

―
"

お
よ
び
拙
稿

日

E
U間

F
T
Aと
相
互
承
認
原
則
│
ト
ラ

ン
ス
・
タ
ス
マ
ン
・
モ
デ
ル
の
可
能
性

貿
易
と
関
税

第
六
九
一
号
、
二
〇
一
〇
年
、
二
六
│
四
五
頁
の
一
部
を
発
展
さ
せ
て
加
筆

し
た
も
の
で
あ
る
。

（
26
）

M
ig

u
el

P.
M
a
d
u
ro,

,
H
art

P
u
blis

hin
g,

O
xford,

19
9
8,

p
p.
1
0
3
‐
14
9;

K
ats

u
hiro

S
h
oji,

T
h
e
E
U

M
o
d
els

of
M
utu

al
R
eco

g
nitio

n
a
n
d

T
ra

n
s
n
atio

n
al

M
ar
k
et

G
o
v
er
n
a
n
ce:

A
L
e
g
al

A
n
aly

sis"
in

S
u
n
g‐

H
o
o
n
P
ar
k
a
n
d
H
e
u
n
g
c
h
o
n
g

K
i
m(

e
ds.),

‑

,
N
o
m
os

V
erla

g
s
g
esellsc

h
aft,

B
a
d
e
n‐

B
a
d
e
n,
2
0
0
9,

p
p.
1
51
‐
17
2.

（
27
）

E
U司
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
表
示
、
形
状
、
サ
イ
ズ
、
重
量
、
成
分
、
体
裁
、
ラ
ベ
ル
、
包
装
（desig

n
atio

n,
for

m,
size,
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w
eig

ht,
co

m
p
ositio

n,
prese

ntatio
n,

la
b
ellin

g,
p
ac

k
a
gin

g

）
の
よ
う
に
産
品
が
充
足
す
べ
き
要
件
を
定
め
る
規
則
を
い
う

（Cases
C‐
26
7/9

1
a
n
d

C‐
26
8/9

1
[1
9
93]

E
C
R

I‐6
0
9
7,

p
ara.

15

）。

（
28
）

庄
司
克
宏
著

E
U法

政
策
篇

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
一
九
、
二
〇
頁
、
庄
司
克
宏

E
U域
内
市
場
政
策
│
相
互
承
認

と
規
制
権
限
の
配
分

、
田
中
俊
郎
・
庄
司
克
宏
編

E
U統
合
の
軌
跡
と
ベ
ク
ト
ル

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
一
一

三
頁
。

（
29
）S

u
sa

n
n
e

K.
S
c
h
m
idt,

M
utu

al
R
eco

g
nitio

n
as

a
N
e
w

M
o
d
e
of

G
o
v
er
n
a
n
ce,"

,
V
ol.1

4,
N
o.5,

p
p.
6
6
7
‐
68
1

at67
2.

（
30
）

.

庄
司
克
宏

E
U域
内
市
場
法
の
仕
組
み

、
庄
司
克
宏
編

E
U法

実
務
篇

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
所
収
、
三
頁
。

（
31
）C

ase12
0/7

8
(

)
.,

p
ara.

14.

庄
司
克
宏

E
U域
内
市
場
政
策
│
相
互
承
認
と
規
制
権
限
の
配
分

前
掲
、
一
一
一
、
一
一
二
頁
。

（
32
）S

u
sa

n
n
e
K.

S
c
h
m
idt,

.,
p.
67
2,

6
7
3.

庄
司
克
宏

E
U域
内
市
場
法
の
仕
組
み

前
掲
、
三
、
四
頁
。

（
33
）T

h
e
P
ri
m
e

M
inisters

of
A
u
stralia,

th
e
P
re

m
iers

of
th

e
A
u
stralia

n
States

a
n
d
C
hief

M
inisters

of
th

e
A
u
s‑

tralia
n
C
a
pital

T
erritor

y
a
n
d
th

e
N
orth

er
n
T
erritor

y.

（
34
）

二
〇
一
〇
年
三
月
九
日
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
政
府
の
首
相
内
閣
府
に
お
け
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
間
評
議
会
（

C
O
A
G）

課
のR

o
n
P
err

y

氏
と
の
面
接
調
査
。

（
35
）Q

u
e
ntin

H
a
y,

.,
p.
1
0.

（
36
）

物
品
と
は
、

い
か
な
る
種
類
の
物
品
を
も
意
味
し
、（
1
）
動
植
物
、（
2
）
微
生
物
に
由
来
す
る
物
質
、（
3
）
物
品
を
包
む
包
装
、

（
4
）
物
品
に
添
付
さ
れ
る
ラ
ベ
ル
を
含
む

（PartⅡ
(
a),

T
T
M
R
A

）。

（
37
）

T
T
M
R
Aは
締
約
当
事
者
の
領
域
か
ら
の
物
品
の
輸
出
を
禁
止
ま
た
は
制
限
す
る
国
内
法
令
の
施
行
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は

な
い
（

4.1.4,
T
T
M
R
A

）。
他
方
、

E
U域
内
市
場
で
は
（
輸
入
の
場
合
に
加
え
て
）
輸
出
に
対
す
る
数
量
制
限
と

同
等
の
効
果
を

有
す
る
措
置

も
禁
止
さ
れ
る
（A

rticle3
5

T
F
E
U,

e
x
A
rticle2

9
T
E
C

）。

（
38
）

規
則
と
は

事
業
又
は
人
に
義
務
的
要
件
を
課
す
法
的
に
遵
守
確
保
可
能
な
、
広
範
囲
の
文
書

を
意
味
す
る
（P

artⅡ
(
a),
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T
T
M
R
A

）。

（
39
）P

ro
d
u
ctivity

C
o
m
m
issio

n,
.,

p
p.
19
8
‐
2
00.

（
40
）

こ
の
語
は

T
T
M
R
Aで
使
用
さ
れ
て
い
る
表
現
で
は
な
い
。Pro

d
u
ctivity

C
o
m
m
issio

n,
.,

p
p.
1
9
2‐1

98

参
照
。

（
41
）S

c
h
e
d
ule2

in
T
T
M
R
A.

（
42
）S

c
h
e
d
ule3

in
T
T
M
R
A.

当
事
者
の
少
な
く
と
も
三
分
の
二
の
多
数
が
あ
れ
ば
、
相
互
承
認
ま
た
は
調
和
が
適
用
さ
れ
る

（

9.2.2,
T
T
M
R
A

）。

（
43
）P

ro
d
u
ctivity

C
o
m
m
issio

n,
.,

p.
2
2.

（
44
）

.

（
45
）

職
業

と
は
、

登
録
さ
れ
た
者
に
よ
っ
て
の
み
営
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
す
べ
て
の
種
類
の
職
（an

occ
u
p
atio

n,
tra

d
e,

professio
n
or

callin
g

）
で
あ
っ
て
、
登
録
が
何
ら
か
の
資
格
（
例
え
ば
研
修
、
教
育
、
試
験
、
経
験
、
評
判
、
適
性
）
の
達
成
又
は

保
有
に
全
部
又
は
一
部
依
存
し
、
か
つ
登
録
が
認
め
ら
れ
う
る
上
記
職
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
専
門
化
を
含
む
場
合
を
い
う

（PartⅡ
(
a),

T
T
M
R
A

）。

（
46
）

実
質
的
に
同
一
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
条
件
の
付
加
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
場
合
も
含
ま
れ
る
（PartⅡ

(
a),

T
T
M
R
A

）。

（
47
）

登
録

と
は
、

人
が
職
業
に
従
事
す
る
た
め
に
立
法
に
よ
り
要
求
さ
れ
又
は
同
立
法
に
基
づ
く
免
許
、
承
認
、
認
可
、
認
証
（
開

業
認
証
に
よ
る
場
合
を
含
む
）
又
は
他
の
い
か
な
る
形
式
の
許
可
を
も
含
む

（PartⅡ
(
a),

T
T
M
R
A

）。

（
48
）P

ro
d
u
ctivity

C
o
m
m
issio

n,
.,

p.
1
4,

87.

（
49
）

.,
p.
1
4.

（
50
）

.,
p
p.
2
2
0‐
2
2
8.

（
51
）

地
方
登
録
機
関

と
は
、

T
T
M
R
A参
加
当
事
者
の
法
に
基
づ
く
当
該
職
業
の
遂
行
に
関
連
し
て
、
当
該
当
事
者
の
管
轄
に
お

い
て
人
を
登
録
す
る
と
い
う
、
立
法
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
機
能
を
有
す
る
者
又
は
機
関
を
い
う

（PartⅡ
(
a),

T
T
M
R
A

）。

（
52
）

こ
の
語
は

T
T
M
R
Aで
使
用
さ
れ
て
い
る
表
現
で
は
な
い
。Pro

d
u
ctivity

C
o
m
m
issio

n,
.,

p.
1
7

参
照
。

（
53
）

（
54
）

両
裁
判
所
の
間
に
お
け
る
整
合
性
を
促
進
す
る
た
め
、
各
裁
判
所
は
、
望
ま
し
い
と
み
な
さ
れ
る
事
案
に
お
い
て
他
方
の
裁
判
所
の
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判
決
お
よ
び
裁
判
所
間
の
重
複
人
事
（cross‐

m
e
m
b
ers

hip

）
の
可
能
性
に
配
慮
す
る
。
両
裁
判
所
は
、
協
力
と
情
報
交
換
を
最
大
化

す
る
た
め
諒
解
覚
書
を
締
結
す
る
（

5.7.4,
T
T
M
R
A

）。

（
55
）

顕
著
な
環
境
汚
染
の
脅
威

に
基
づ
く
宣
言
の
場
合
、
そ
の
有
効
期
間
は
一
二
カ
月
間
で
あ
る
。
そ
の
間
に

T
T
M
R
Aの
当
該

参
加
当
事
者
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
、
州
・
準
州
ま
た
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）
は
、
そ
の
宣
言
を
閣
僚
評
議
会
に
付
託
す
る
。
閣
僚

評
議
会
は
、
合
意
さ
れ
た
基
準
が
当
該
職
業
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
等
に
つ
い
て
決
定
す
る
よ
う
努
め
る
（

5.8.3,
T
T
M
R
A

）。

（
56
）K

ats
u
hiro

S
h
oji,

T
h
e
E
U

M
o
d
els

of
M
utu

al
R
eco

g
nitio

n
a
n
d
T
ra

n
s
n
atio

n
al

M
ar
k
et

G
o
v
er
n
a
n
ce:

A
L
e
g
al

A
n
aly

sis",
.,

p
p.
1
64
‐
16
7.

（
57
）

内
記
香
子

地
域
貿
易
協
定
に
お
け
る

技
術
的
貿
易
障
壁

の
取
り
扱
い
│
相
互
承
認
の
制
度
を
中
心
と
し
て
│

デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー

経
済
産
業
研
究
所
、

0
6‐

J‐04
2

、
二
〇
〇
六
年
（http://

w
w
w.
rieti.

g
o.
jp/

jp/
p
u
blicatio

n
s/
d
p/

06
j04
2.

p
df

）（
二
〇
一
〇
年
七
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）、
九
頁
。

（
58
）

相
互
承
認
原
則
は
次
の
よ
う
に

水
平
的
な
主
権
委
譲

（a
h
orizo

ntal
tra

n
sfer

of
so

v
ereig

nty

）
を
意
味
す
る
と
言
わ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。

水
平
的
な
主
権
委
譲
と
し
て
［
相
互
承
認
］
は
、
法
を
規
定
し
遵
守
確
保
す
る
管
轄
権
の
相
互
配
分
を
通
じ
て
主
権

の
行
使
を
領
域
的
な
固
定
か
ら
解
き
放
す
こ
と
に
よ
り
、
主
権
を
尊
重
す
る
こ
と
と
そ
れ
を
根
本
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
の
双
方
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る

（K
aly

pso
N
icolaı̈

dis,
T
r
u
stin

g
th

e
P
oles?

C
o
n
str

u
ctin

g
E
u
ro

p
e
th
ro

u
g
h

M
utu

al
R
eco

g
nitio

n,"

,
V
ol.1

4,
N
o.
5,

p
p.6
8
2‐
6
98

at6
8
5

）。
し
か
し
、

水
平
的

な
主
権
委
譲
で
あ
っ
て
も

E

Uの
超
国
家
的
法
秩
序
の
下
で
、
加
盟
国
は
ホ
ー
ム
・
ス
テ
ー
ト
ま
た
は
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
と
し
て
、

E
U立
法
に
よ
る
調
和
が
な
い

場
合
で
も
、

E
U基
本
条
約
に
基
づ
く

E
U司
法
裁
判
所
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、

E
Uの
相
互
承
認

モ
デ
ル
は

垂
直
的

で
あ
る
（Ta

nja
B
o
¨
rzel,

E
u
ro

p
e
a
n
G
o
v
er
n
a
n
ce:

N
e
g
otiatio

n
a
n
d
C
o
m
p
etitio

n
in

th
e
S
h
a
d
o
w

of
H
ierarc

h
y",

,
V
ol.48,

N
o.
2,

p
p.
1
9
1
‐2
19

at2
0
3
‐2
0
5

）。

（
59
）

M
ar
k
u
s

M
o
¨
stl,

P
reco

n
ditio

n
s
a
n
d
Li

m
its

of
M
utu

al
R
eco

g
nitio

n",
,

V
ol.
47,

N
o.
2,

2
0
1
0,

p
p.
4
05
‐4
3
6

at4
07,

4
3
5.

（
60
）K

aly
pso

N
icolaı̈

dis,
.,

p.
68
3,

6
8
4.

（
61
）K

e
n
n
eth

A.
A
r
m
stro

n
g,

M
utu

al
R
eco

g
nitio

n"
in

C
ath

erin
e
B
ar
n
ard

a
n
d
Jo
a
n
n
e
S
cott(

e
ds.),
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,
H
art

P
u
blis

hin
g,

O
xford,

2
00
2,

p
p.2
25
‐
2
6
7.

E
Uで
は
各
国
法

の
調
和
が
当
該
分
野
に
お
い
て
存
在
し
な
い
場
合
、
ホ
ー
ム
・
ス
テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
原
則
と
す
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
一
方
で
、

各
加
盟
国
の
事
情
に
応
じ
て
例
外
的
に
、
明
文
の
適
用
除
外
ま
た
は
判
例
法
上
の

不
可
避
的
要
請

に
基
づ
き
正
当
化
さ
れ
か
つ
比
例

性
原
則
を
充
た
す
な
ら
ば
、
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
認
め
ら
れ
る
（
庄
司
克
宏
著

E
U法

政
策
篇

前
掲
、
二
〇

頁
）。

（
62
）

E
U域
内
市
場
に
お
け
る
相
互
承
認
制
度
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
庄
司
克
宏

日

E
U間

F
T
Aと
相
互
承
認
原
則
│
ト
ラ
ン

ス
・
タ
ス
マ
ン
・
モ
デ
ル
の
可
能
性

前
掲
を
参
照
さ
れ
た
い
。

［
追
記
］

田
中
俊
郎
先
生
の
慶
應
義
塾
へ
の
多
大
な
ご
貢
献
に
深
い
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
学
恩
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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